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告 示■

◎群馬県告示第３２０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 矢島大泉線 邑楽郡明和町矢島８２６番の１地先か 前 - -
ら同郡同町同８５８番の１地先まで

後 ３３．３～３７．４ ８０．７

邑楽郡明和町大佐貫１０１番の１地先 前 １１．７～４７．６ ５５６．６
から同郡同町矢島６３５番の３地先ま ４．９～１５．１ ６４７．７
で １５．９～２１．３ ３８．７

後 １１．７～４７．６ ５５６．６

◎群馬県告示第３２１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 沼田水上線 利根郡みなかみ町小仁田字乾田６３５番の１地先から同 平成３０年１１月２７日
郡同町同字同６１７番の１地先まで

◎群馬県告示第３２２号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明
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明保野１地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から５号までを順次結んだ線及び標柱５号と１号を結んだ線に囲まれ

た土地の区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 大字 字 地番

１ 渋川市 渋川 折原 ３６６７番１

２ 同 同 同 同

３ 同 同 同 同

４ 同 同 同 同

５ 同 同 同 同

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県渋川土木事務所において縦覧に供する。

◎群馬県告示第３２３号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年８月９日から適用する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

「セーブオン伊勢崎市役所店」を「ローソン伊勢崎市役所店」に改める。

◎群馬県告示第３２４号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年９月１日から適用する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

「株式会社セーブオン 前橋市鶴光路町１４―２（セーブオン前橋亀里店）
前橋市農業協同組合 前橋市鶴光路町２００―１（南部支所） を「前橋市農業協同組合 前橋市
株式会社セーブオン 前橋市新堀町４８（セーブオン前橋南インター店）」

鶴光路町２００―１（南部支所）」に改める。

◎群馬県告示第３２５号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年１１月１９日から適用する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

「邑楽館林農業協同組合 館林市赤生
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「邑楽館林農業協同組合 館林市赤生田町２１０７―１（赤羽支所）」を
仲村株式会社 館林市羽附町字上志

田町２１０７―１（赤羽支所）
に改める。

柄１７２２―１（セブンイレブン館林羽附町店）」

◎群馬県告示第３２６号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年１２月１日から施行する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

「株式会社斉藤商事 館林市栄町２１―１５（セブンイレブン館林栄町店）
を「株式会社斉藤商事 館林市栄

越澤重男 館林市仲町９―３２（越澤商店） 」

町２１―１５（セブンイレブン館林栄町店）」に改める。

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を安中市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

安中市松井田町北野牧字板場１８０５６の２、１８０５６の８ 峯岸波雄

安中市松井田町北野牧字板場１８０６５の１、１８０６５の２、１８ 上原弥吉 共有林
０６６、字大萱１８６１０の１、１８６１０の３、１８６１１の１、
１８６１１の５

同 上原年雄 同

同 上原幸吉 同

同 上原郁久 同

同 佐藤正經 同

安中市松井田町北野牧字板場１８０６５の１、１０８０６５の２、字 上原志洋 共有林
大萱１８６１０の１、１８６１０の３、１８６１１の１、１８６１１
の５

安中市松井田町北野牧字湯ノ本１８５７５、１８５７７の１、１８５ 小田島克明
７７の２

安中市松井田町北野牧字湯ノ本１８５８６の２ 髙橋玉作 共有林
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安中市松井田町北野牧字大萱１８６１０の１、１８６１０の３ 髙橋武太郎 共有林

同 佐藤庄五郎 同

(2) 指定の目的 水源の涵養
かん

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

安中市松井田町西野牧字千駄木１６６８６、字小山平１７０３０ 小林伸治 共有林

同 半田トセ 同

安中市松井田町西野牧字丸山１６９８７の１、字小山平１７０２４の 佐藤武士 字丸山１６９８
１３ ７の１は共有林

安中市松井田町西野牧字小山平１７０２４の１、１７０２８の１、１ 佐藤勉 共有林
７０２８の２、１７０３０、字新林１７０４０の１、１７０４０の４

安中市松井田町西野牧字小山平１７０２８の１、１７０２８の２ 園部忠 共有林

同 佐藤さわ 同

同 佐藤源二 同

安中市松井田町西野牧字小山平１７０２８の１、１７０２８の２、字 佐藤兼男 字小山平１７０
新林１７０４０の１、１７０４０の４、１７０４１の４ ２８の１、１７

０２８の２、字
新林１７０４０
の１、１７０４
０の４は共有林

安中市松井田町西野牧字小山平１７０２９の２ 佐藤喜十郎 共有林

同 佐藤信男 同

安中市松井田町西野牧字小山平１７０３０ 佐藤しげ 共有林

同 佐藤豊子 同

安中市松井田町西野牧字小山平１７０３０、字新林１７０３９の１、 佐藤昭市 共有林
１７０３９の２、１７０４０の１、１７０４０の４

安中市松井田町西野牧字新林１７０３２ 佐藤亀夫

安中市松井田町西野牧字新林１７０５１の１、１７０５１の２、１７ 佐藤七五三助
０５２の１
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安中市松井田町北野牧字桜沢１７４３５の１、１７４３５の４ 上原けい子 共有林

同 上原貴恵 同

同 上原恵美 同

同 上原正光 同

同 上原肇 同

安中市松井田町北野牧字椚平１７４７３、字ツイヂ１７５２２の２、 上原郁久
字板場１８０５３の甲の３

安中市松井田町北野牧字ツイヂ１７５１８の乙 上原年雄

安中市松井田町北野牧字フツソリ１７７６５、１７７６８、１７７７ 佐藤建蔵
２、字上ノ岩１７８３２の甲

安中市松井田町北野牧字上ノ岩１７８２１の２、１７８２３の乙 上原弥吉

安中市松井田町北野牧字上ノ岩１７８２６の乙、１７８３３の甲、１ 佐藤正經
７８５４の乙

安中市松井田町北野牧字上ノ岩１７８３４の甲、１７８３６、１７８ 半田由明
４６の１から１７８４６の３まで

安中市松井田町北野牧字上ノ岩１７８５４の甲 小林一久 共有林

安中市松井田町北野牧字上ノ岩１７８５６の１ 長岡法子

安中市松井田町北野牧字川原１８０４１の甲 上原佐六

安中市松井田町北野牧字板場１８０５３の甲の２、１８０５３の４ 上原儀太郎

安中市松井田町北野牧字板場１８０５４の２、１８０５４の４ 和田チヤウ子

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

安中市松井田町北野牧字フツソリ１７７５２の３、１７７５２の６ 佐藤正經

安中市松井田町北野牧字フツソリ１７７５７の１ 上原弥吉

安中市松井田町北野牧字フツソリ１７７９５の６ 上原梅吉
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(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び安中市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３０年４月２０日群馬県告示第１２７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を安中市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

安中市松井田町高梨子字椚坂３４７ 小金沢鶴吉

安中市松井田町高梨子字善性寺９４７の丙の１ 岩井裕

安中市松井田町高梨子字善性寺９８６甲、９８６乙 萩原留吉

安中市松井田町上増田字芦ノ和田９３３ 萩原安次郎

安中市松井田町上増田字浅谷１３９９の１ 黛幸夫

安中市松井田町入山字川後岩１０９３の１から１０９３の４まで 佐藤由紀子

安中市松井田町坂本字道全１７６８の２３から１７６８の３３まで 塚本弥一郎

安中市松井田町坂本字道全１７６８の１０２ 青森健二 共有林

同 青森正佳 同

同 青森大樹 同

同 青森房枝 同

安中市松井田町北野牧字板場１８０９７ 茂木金重

安中市松井田町北野牧字クツヤシキ１８２６０の４ 佐藤彌平

安中市松井田町北野牧字稲村越１８４８２ 佐藤勝平
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安中市松井田町北野牧字千ヶ渕１８４９０の７ 入牧土工森林組合

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字道全１７６８の２３から１７６８の３３まで

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

安中市松井田町上増田字熊ノ谷１５２２ 中山梅太

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び安中市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３０年４月１３日群馬県告示第１２３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項において準用する同法第５２条の２第１項の規定

により次のとおり土地改良事業の換地計画を適当と決定したので、同法第９６条の４第１項において準用する同法

第５２条の２第４項において読み替えて準用する同法第８条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成３０年１１月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 土地改良事業の名称及び地区名 みなかみ町営前中原土地改良事業 前中原地区

２ 事業主体 みなかみ町

３ 縦覧に供する書類 換地計画書の写し
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４ 縦覧に供する期間 平成３０年１１月２８日から同年１２月２６日まで

５ 縦覧に供する場所 みなかみ町役場
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病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
七
号

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
百
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

競
争
入
札
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
予
定
価
格
を
記
載
し
た
文
書
を
封
印
し
、
開
札
の
際

に
開
札
場
所
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
入
札
に
つ
い
て
は
、
当
該
入

札
を
執
行
す
る
前
に
予
定
価
格
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

不
動
産
又
は
物
品
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
収
入
の
原
因
と
な
る
入
札
で
別
に
定
め
る
も
の

４

契
約
担
当
者
又
は
入
札
執
行
者
は
、
予
定
価
格
に
つ
い
て
外
部
に
知
ら
れ
な
い
た
め
に
必
要
な

注
意
を
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
収
入
の
原
因
と
な
る
随
意
契
約
で
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
予
定
価
格
に
つ

い
て
は
当
該
随
意
契
約
の
締
結
の
前
に
、
入
札
で
契
約
事
務
の
公
正
化
等
の
た
め
別
に
定
め
る
も

の
に
係
る
予
定
価
格
に
つ
い
て
は
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
の
後
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
還
付
」
を
「
還
付
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
落
札
者
の
入
札
保
証
金
は
、
落
札
者
の
申
出
に
よ
り
契
約
保
証

金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
還
付
」
を
「
還
付
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
保
証
金
は
、
契
約
の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
契
約
金
に
充

当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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